
 
 

当組合では、医療費の更なる適正化を図る観点から、組合員及び被扶養者（以下「組合

員等」という。）の方へのジェネリック（後発）医薬品差額通知の送付を行っております。 

 

１ 実施の背景 

当組合においては、組合員等の医療給付費が増加し、短期掛金率の引上げが続いてお

り、医療費の更なる適正化が急務です。 

また、厚生労働省から平成２５年４月５日付けで「後発医薬品のさらなる使用促進の

ためのロードマップ」が示され、医療保険者の取組として「差額通知事業の推進」が求

められています。 

 

２ 実施内容 

  ① 調剤レセプト等の内容点検を行い、その結果、ジェネリック（後発）医薬品に切

り替えることにより自己負担額の削減を図ることが見込まれる組合員等の方のうち、

特に自己負担額の削減が大きくなる方について、「ジェネリック（後発）医薬品差額

通知」を送付させていただきます。 

  ② 通知が届いた方におかれましては、通知の記載内容をご確認いただき、ジェネリ

ック（後発）医薬品の利用をご検討くださいますようお願いいたします。 

  ※次ページ以降が実際にお送りする通知の見本です。 

 

３ 実施時期 

  毎年７月下旬以降 

 

４ 実際の流れ 

 

 

ジェネリック（後発）医薬品差額通知を実施します 



  

組合員及び被扶養者 各位 

地方職員共済組合  

 

ジェネリック（後発）医薬品差額通知の実施について 

 

日頃、当共済組合の短期給付事業にご理解とご協力をいただきまして誠に

ありがとうございます。 

医療費適正化の対策として、平成２５年４月５日付けで厚生労働省が公表

した「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」において、医

療保険者の取組として、ジェネリック医薬品の差額通知事業の推進が求めら

れています。 

 これを受けまして、当共済組合としましては、平成２５年７月からジェネ

リック医薬品の差額通知事業を実施しております。 

このたび、平成２７年１１月～平成２８年４月に医療機関等に受診した組

合員及び被扶養者の方のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた場合、自己

負担額が一定額以上お安くなる方につきまして、同封の「ジェネリック（後

発）医薬品差額通知」を送付させていただいております。 

是非とも、通知の内容をご確認いただき、この事業にご協力くださいます

ようお願いいたします。 



ジェネグック 〔後発)医薬品差額通知
(ジ ェネリックにつきましては、別添「厚生労働省パンフレット」をご確認ください。)
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この通知書は、地方職員共済組合より送付しております。
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ジェネリック医薬品への変更は主治医と十分にご相談ください



  

＜参考＞ 

 

第１ 表面の「ジェネリック（後発）医薬品差額通知」の記載内容の注意点 

 

１ 表示されている差額について 

（１）平成２７年１１月～平成２８年４月に医療機関等に受診された際に処方されたお薬

のうち、ジェネリック医薬品に切り替え可能なものにつきまして、ジェネリック医薬

品に切り替えた場合の自己負担額がお安くなる額を、「（個人負担分の内訳）」の一覧表

の右端の「差額Ａ－Ｂ」欄に記載しており、この差額の合計額が表の右上に記載され

ている「お安くなる額」です。 

（２）ジェネリック医薬品は同じ名称であっても、製薬会社が異なり、複数存在する場合

があります。ジェネリック医薬品の単価が製薬会社で異なることから、「製薬会社名」

の欄に表示されている製薬会社のジェネリック医薬品を購入した場合の差額というこ

とになります。 

（３）医師に対し、ジェネリック医薬品の処方を求めることはできますが、どの製薬会社

のジェネリック医薬品か選ぶことはできません。 

（４）そのため、同じジェネリック医薬品名であっても、表示されている差額までお安く

ならない場合がありますのでご注意ください。 

 

２ 院内処方の場合について 

（１）院内処方でお薬を受け取っている方につきましては、ジェネリック医薬品への切り

替えを希望し、院外薬局でお薬を受け取る場合は、諸費用（処方せん料など）が別途

かかります。お薬の金額はお安くなっても、個人負担総額ではお安くならない場合が

ありますのでご注意ください。 

（２）かかりつけの医師にご相談のうえ、ジェネリック医薬品に切り替えを行うかご検討

ください。 

 

３ その他 

（１）病院、薬局によってはジェネリック医薬品の取扱いがない場合があります。院内処

方でお薬を受け取っている方は、かかりつけの医師に、院外処方でお薬を受け取って

いる方は、調剤薬局の薬剤師にご相談ください。 

（２）医師が発行した処方箋に、ジェネリック医薬品の名称が記載されていなくても、処

方箋の中の「後発品への変更不可」欄に医師のサインがなければ、調剤薬局の薬剤師

とご相談のうえ、ジェネリック医薬品を選ぶことができます。 

（３）市町村からの公費助成を受けている方など、医療費の自己負担額が発生しない方に

対しても、この文書が届く場合があります。 

 

第２ 差額通知の内容の問い合わせ先 

株式会社オークス おくすり相談室 

電話：０１２０－３３２－０６９ 
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